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4， 鋼船規則検査要領 B 編に おける改正 点の解説

　（第 1種プロ ペ ラ軸及 び船尾管軸の 検査時期関連）

1．は じめに

　ユ999 年 12 月 27H 付 達第 54 号 （外 国籍船舶）並び に

2000 年 3 月 21 日付 達第 5 号 （日本籍船舶）に よ り，鋼船

規則 検 査 要 領 B 編 の 第 1 種 ブ P ペ ラ軸 及 び船 尾 管軸 の 検

査 時期 に 関す る 規定 が 追加 され た。以 ド，改 正 され た 規 定

につ い て 解説 す る。

2．改正 の 背景

　第 1種 プ ロ ペ ラ 軸及 び第 1 種 船 尾 管軸 似 下，「第 1 種

軸」 とい う） の 開 放 検 査は，登 録検査 又 は 前 1司の 開放検 査

を完 了 した 日 か ら 5 年 を超 え ない 時期 に行 うよ う規定され

て お り，第 IB 種 軸 及 び 1C 種 軸 （鋼 船 規 則 A 編 2，1．25 及

び 2．1．27 に定義され る もσ）） の 開放検査 に つ い て は ， 鋼 船

規則 B 編 8 章 に規定 され る 当該軸 に 対す る部 分 検査 を行

うこ とを 条 件 と して 同 部検査 を完 了 した 目 か らそ れ ぞれ 3

年 又 は 5 年 を超 え な い 時期 とす る こ とが で きる。一
方，船

舶 の 定期 検 査 は 4回 日の 年次検査の 時期 （4 年）に 開始 し，

船級証書の 有効期間が 満 了す る 日 （5 年 ）ま で に 完了 す る

い わ ゆる Commence −ColIlplete方式 が採 用 され て お り，船

底検 査 は 定 期検査 の 時期 及 び 3 年 毎に行 うこ とに なっ て い

る。

　 こ の よ うに 各検査 の 検査 間隔 が様 々 で あ る こ とか ら，第

1 種 軸の 開 放検査 を船底 検査 と同 時 期 に 行 うこ とが で き な

い 場 合が考えられ，不 合理な状況 とな っ て い る。こ の た め
，

従 来 の A 種 延 長 検査 に 相当す る 臨時検 査 を行 い 結果 が 良

好 と認 め られ た 場 合 に は ，第 1 種 軸の 開 放検査 の 時期 を 延

期で き る こ と と し，可 能 な 限 り，第 1 種軸の 開放検査 の 時

期 を船底検査の 時期 に合わせ られ る よ う改正 した。

3，改正の 内容

3．1 鋼船規則検査要領 B 編　B1 　通 貝ll

B1．1．3　定期 的検査及 び機関計 画検査 の 実施時期

　一3．と して ，鋼船規 則 B 編 1．1．3−1．（6）（a）に 規 定 され る 第 1

種 プ ロ ペ ラ 軸及 び 船尾 管軸 の 開放検査 の 時期は，船底検査

の 時期 に
．一

致させ る こ とを 目的 とす る場合に は 延期を認 め

る こ とが あ る 旨規 定 した。こ の 場 合，従 来 （1997 年 6 月

30 日 の 鋼船 規則 B 編 の 改 正前 ） の A 種 延 長 検査 に相当す

る次 の 項 目 の 臨 時 検 査 を行 い 良好 と認 め られ る こ と を条件

と し た、な お，延 期 の 範 囲 に つ い て も，従 来 （1997 年 6

月 30 口 の 鋼船規則 B 編 の 改正 前 ） の 実 績 を超 え ない 範 囲

と し て ．第 IA 種軸 に あ っ て は 6 ヶ 月，第 1B 種 及 び 第 1C

種 軸 に あ っ て は 12 ヶ 月 を 超 え な い 範囲 と し た。

（1） プ v ペ ラ軸 の 機 関室内部 に露出 し た部分 の 外観検査

（2）船 尾 管 軸 受 後 端 の 軸 受 部 とプ Ptペ ラ 軸及 び 船尾 管軸 と

　の 隙間又 は 軸降下 量 の 記 録 調 査

（3）船尾 管 シ
ー

ル 装置 の 現 状 に つ い て 異 常の ない こ とを記

　 録 等 に て 確．認

（4）ね じ り振動 の 危険回 転数 が 回避 され て い る こ と の 確認

（5）規則 B 編 8．1．L 表 8，1中，8，9及 び 10 に規定す る検

　 査

　また，前述 した 臨時検査 及び 鋼船規則 B 編 8 章に 規定

され る部分検査 に よ り，第 1 種 プ ロ ペ ラ 軸及 び 船尾 管軸の

開放 検 査 の 実施時期 を 延 期す る こ とが で き る が，そ の 際，

第 1A種 ，第 1B 種及 び 第 1C 種軸そ れぞ れ の 開放検査 の 最

大 問 隔 を 　4．0 と して 以 下 の 通 り明確化 した。

（1） 第 1A 種 軸 に あっ て は 5 年 6 ヶ 月

（2） 第 1B種 軸 に あっ て は 8 年

（3）　第　1C種車由1乙あっ
『
（：｝よ 10年

5． 鋼船規則 C 編 CS 編 及 び L 編並 びに 同検査要領 C 編及 び CS 編 に おける

　　　　　　　　　　　改正 点の 解説 （丸窓及び角窓関連）

1．は じめ に

　平成 11年 12 月 27 日 付 規貝iJeg　59号 （外 国 籍船用）に よ り

鋼 船 規 則 C 編 ，CS 編及 び L 編 の
一

部 改 正 並 び に 同 日付達

54 号 に よ り鋼船規則検査 要領 C 編 及 び CS 編 の
一

部 改 正 が

行 わ れ，船舶 で 用 い る丸窓に 関する一
般 規定 の 改 jE及 び 角

窓 の 規 定 の 新設 が 行 われ た。本改正 は、平成 12 年 7 月 1

日付 にて 施 行 され る。以 下、改正 及 び 新 設 され た 内容 にっ

い て解 説 す る。

2、改正 の 背景

　船舶で 用 い る丸 窓 の 規 貝1」に つ い て は 従 来 JIS と整 合性 を

図 りな が ら制定 して き た が JISの 改 正 （国 際整合化） に

伴い ，本会の 規則 も 国際 規 格 で あ る ISO 規格 と整合性を

図 る必 要 が指摘 され て い た。そ こ で 現行 規貝1」の 丸 窓 に 関す

る規定を全 面 的に 見直す と と も に新 た に 角 窓 に っ い て も

lSO 規 格 を 取 人 れ ，鋼船 規則 C 編 23 章 ，
　 CS 編 21 章及 び

L編 7 章 を改正 し，L 編 8 章を 新設 した。
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